
点検項目 点検事項

通常規模型事業所 前年度の１月当たり平均延べ利用者数 □ 750人以内

平均延べ利用者数が750人超えの事業所のうち、リハビ
リテーションマネジメント加算を算定した利用者が
８０％以上であり、かつ、理学療法士等※の配置が、
利用者の数が１０人以下の場合は１以上、１０人を超
える場合は利用者の数を１０で除した数以上であるこ
と

□ 該当
理学療法士等※
理学療法士、作業療法士又は言語
聴覚士

大規模型事業所 通常規模型事業所に該当しないこと □ 該当

定員超過減算 □ 該当

人員基準減算 □ 該当

高齢者虐待防止措置未実
施減算

虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に
開催し、結果を職員に周知

□ 未実施 テレビ電話装置等の活用可

虐待の防止のための指針の整備 □ 未実施

虐待の防止のための研修の定期的な実施 □ 未実施

上記の措置を適切に実施するための担当者の設置 □ 未実施

業務継続計画未策定減算 感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計
画が未策定

□ 該当

利用を開始した日の属する月から起算して12月を超え
て理学療法士等が指定介護予防通所リハビリテーショ
ンを行う

□ 該当

３月に１回以上、リハビリテーション会議の開催、利
用者の状況等に関する情報を構成員と共有、会議の内
容を記録、計画の見直しをしている

□ 該当 ※該当しない場合は減算。

利用者毎の通所リハビリテーション計画等の内容等を
厚生労働省に提出及び情報の活用をしている

□ 該当 ※該当しない場合は減算。

感染症等発生で利用者数
減少が一定以上生じてい
る場合の加算

感染症又は災害の発生を理由として当該月の利用者数
の実績が前年度における月平均の利用者数よりも５％
以上減少

□
所定単位数の
３％を加算

107 通所リハビリテーション費

点検結果

利用開始した月から12 月
を超えた場合
（介護予防のみ）

（自己点検シート） 107 通所リハビリテーション費（1/16）



点検項目 点検事項 点検結果

１時間以上２時間未満の通所リハビリテーション □ 該当

理学療法士等を専従かつ常勤で2名以上 □ 配置

７時間以上８時間未満のサービス提供 □ 実施

８時間以上９時間未満 □ 50単位

９時間以上10時間未満 □ 100単位

10時間以上11時間未満 □ 150単位

11時間以上12時間未満 □ 200単位

12時間以上13時間未満 □ 250単位

13時間以上14時間未満 □ 300単位

配置されている理学療法士等の合計数が、利用者の数
が２５又はその端数を増すごとに常時１以上

□ 該当

３時間以上４時間未満 □ 12単位

４時間以上５時間未満 □ 16単位

５時間以上６時間未満 □ 20単位

６時間以上７時間未満 □ 24単位

７時間以上 □ 28単位

中山間地域等に居住する
者へのサービス提供

厚生労働大臣の定める地域へ通常の事業の実施地域を
越えてサービス提供

□ 該当

同一建物減算
事業所と同一建物に居住又は同一建物から通所 □ 該当

送迎減算
事業所の従業者が送迎を行わない場合 □ 該当

入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有
して行われる入浴介助である

□ 該当

入浴介助の実施 □ 実施

理学療法士等体制強化加
算

７～８時間の前後に行う
日常生活上の世話

リハビリテーション提供
体制加算

入浴介助加算（Ⅰ）

（自己点検シート） 107 通所リハビリテーション費（2/16）



点検項目 点検事項 点検結果

入浴介助加算（Ⅰ）に掲げる基準に適合している □ 該当

医師等※が利用者宅を訪問し、浴室における利用者の
動作と浴室の環境を評価し、かつ、居宅の浴室が利用
者自身又はその家族等の介助により入浴を行うことが
難しいと認められる場合は、訪問した医師等が介護支
援専門員又は福祉用具専門相談員と連携し、環境整備
に係る助言を行う（医師等による利用者の居宅への訪
問が困難な場合は、医師等の指示の下、介護職員が利
用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握
した浴室における利用者の動作及び浴室の環境を踏ま
え、医師等が当該評価及び助言を行うことでも可。）

□ 実施

医師等※
医師、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士、介護福祉士若しくは
介護支援専門員又は福祉用具専門
相談員、機能訓練指導員、地域包
括支援センターの職員その他住宅
改修に関する専門的知識及び経験
を有する者

事業所の理学療法士等が、医師等との連携の下で、利
用者の身体の状況や訪問で把握した居宅の浴室環境等
を踏まえた個別の入浴計画を作成（個別の入浴計画に
相当する内容を通所リハビリテーション計画に記載す
ることでも可）

□ 実施

入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況
に近い環境（利用者の居宅の浴室の手すりの位置や、
使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業
所の浴室に福祉用具等を設置することにより、利用者
の居宅の浴室の状況を再現しているものをいう。）で
入浴介助を行っている

□ 実施

リハビリテーションマネジメ
ント加算（イ）

①　リハビリテーション会議の開催、利用者の状況等
に関する情報を構成員と共有、会議の内容を記録

□ 実施

②　医師又は理学療法士等による利用者又は家族に対
するリハビリテーション計画の説明、同意。ただし、
理学療法士等が説明した場合は、説明内容等を医師に
報告

□ あり
リハビリテーション計画書(参考
様式)

③-1 リハビリテーション会議の開催、利用者の状態の
変化に応じてリハビリテーション計画の見直し

□
同意から６月以内は
月１回以上

リハビリテーション会議録、プロ
セス管理票(参考様式)

③-2 リハビリテーション会議の開催、利用者の状態の
変化に応じてリハビリテーション計画の見直し

□
同意から６月を超え
るときは３月に１回
以上

リハビリテーション会議録、プロ
セス管理票(参考様式)

入浴介助加算(Ⅱ)

（自己点検シート） 107 通所リハビリテーション費（3/16）



点検項目 点検事項 点検結果

④　理学療法士等が介護支援専門員に対し、利用者の
有する能力、支援方法、日常生活上の留意点に関する
情報提供を行う

□ あり

⑤　次のいずれかに該当

（１）理学療法士等が居宅サービス計画に位置付けた
他のサービス事業者との同行訪問による他のサービス
事業者の担当者に必要な指導及び助言

□ あり
リハビリテーション計画書及びプ
ロセス管理票(参考様式)

（２）理学療法士等が利用者の居宅を訪問し、家族に
介護の工夫に関する指導及び助言

□ あり
リハビリテーション計画書及びプ
ロセス管理票(参考様式)

⑥　上記①～⑤までに適合することを確認、記録 □ 該当

リハビリテーション計画について、事業所の医師が利
用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得
ている

□ 該当
医師が説明を行った場合
270単位加算

リハビリテーションマネ
ジメント加算（ロ）

リハビリテーションマネジメント加算（イ）①～⑥に
適合

□ 該当

利用者毎の通所リハビリテーション計画等の内容等を
厚生労働省に提出及び情報の活用

□ あり

リハビリテーション計画について、事業所の医師が利
用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得
ている

□ 該当
医師が説明を行った場合
270単位加算

リハビリテーションマネ
ジメント加算（ハ）

リハビリテーションマネジメント加算（ロ）の要件に
適合

□ 該当

事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄
養士を１名以上配置している

□ あり

言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置し
ている

□ あり

利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職
種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利
用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等
に必要に応じ対応している

□ あり

定員、人員基準に適合 □ 該当

（自己点検シート） 107 通所リハビリテーション費（4/16）



点検項目 点検事項 点検結果

利用者ごとに、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員
がその他の職種の者と共同して口腔の健康状態を評価
し、当該利用者の口腔の健康状態に係る解決すべき課
題の把握を行っている

□ あり

利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職
員他の職種の者（関係職種）が、通所リハビリテー
ション計画等の内容等の情報その他必要な情報や、利
用者の栄養状態及び口腔の健康状態に関する情報を相
互に共有している

□ あり

共有した情報を踏まえ、必要に応じて通所リハビリ
テーション計画を見直し、当該見直しの内容を関係職
種の間で共有している

□ あり

リハビリテーション計画について、事業所の医師が利
用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得
ている

□ 該当
医師が説明を行った場合
270単位加算

認知症短期集中リハビリテーション実施加算 □ なし

生活行為向上リハビリテーション実施加算 □ なし

退院(所)日又は認定日から起算して３月以内に実施
（概ね週２回以上１回４０分以上）

□ あり
リハビリテーション計画書(参考
様式)

リハビリテーションを担当する理学療法士等が適切に
配置されている

□ 該当

認知症であると医師※が判断した者であって、リハビ
リテーションによって生活機能の改善が見込まれると
判断された者

□ 該当
※精神科医師若しくは神経内科医師又は
認知症に対するリハビリテーションに関
する専門的な研修を修了した医師

退院（所）日又は通所開始日から起算して３月以内 □ 該当

１週間に２日を限度として、２０分以上のリハビリ
テーションを個別に実施

□ 該当
リハビリテーション計画書(参考
様式)

短期集中個別リハビリテーション実施加算又は生活行
為向上リハビリテーション実施加算

□ なし

短期集中個別リハビリ
テーション実施加算

認知症短期集中リハビリ
テーション実施加算
（Ⅰ）

（自己点検シート） 107 通所リハビリテーション費（5/16）



点検項目 点検事項 点検結果

リハビリテーションを行うに当たり、利用者数が理学
療法士等の数に対して適切なものである

□ 該当

認知症であると医師※が判断した者であって、リハビ
リテーションによって生活機能の改善が見込まれると
判断された者

□ 該当
※精神科医師若しくは神経内科医師又は
認知症に対するリハビリテーションに関
する専門的な研修を修了した医師

退院（所）日又は通所開始日の属する月から起算して3
月以内

□ 該当

１月に４回以上リハビリテーションを実施 □ 該当

実施頻度、実施場所、実施時間等が記載されたリハビ
リテーション計画の作成し、生活機能の向上に資する
リハビリテーションを実施

□ 該当
リハビリテーション計画書(参考
様式)

利用者宅を訪問し、リハビリテーション計画を作成 □ あり

居宅を訪問し、利用者の居宅における能力について評
価を行い、その結果を利用者及び家族に伝達

□ あり

リハビリテーションマネジメント加算（イ）、（ロ）
又は（ハ）のいずれかを算定

□ 該当
リハビリテーション計画書(参考
様式)

短期集中個別リハビリテーション実施加算又は生活行
為向上リハビリテーション実施加算

□ なし

生活行為向上リハビリ
テーション実施加算

リハビリテーションを行うに当たり、利用者数が理学
療法士等の数に対して適切なものである

□ 該当

専門的な知識若しくは経験を有する作業療法士又は研
修を修了した理学療法士若しくは言語聴覚士を配置

□ 該当 修了証

生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標
を踏まえたリハビリテーションの実施頻度、実施場所
及び実施時間等が記載された計画をあらかじめ定め
て、リハビリテーションを提供

□
あり
（６月以内）

生活行為向上リハビリテーション
実施計画(参考様式)

家庭での役割を担うことや地域の行事等に関与するこ
と等を可能とすることを見据えた目標や実施内容を設
定

□ 該当
リハビリテーション計画書(参考
様式)

認知症短期集中リハビリ
テーション実施加算
（Ⅱ）

（自己点検シート） 107 通所リハビリテーション費（6/16）



点検項目 点検事項 点検結果

終了前１月以内に、リハビリテーション会議を開催
し、リハビリテーションの目標の達成状況を報告

□ あり プロセス管理票(参考様式)

リハビリテーションマネジメント加算（イ）、（ロ）
又は（ハ）のいずれかを算定

□ 該当
リハビリテーション計画書(参考
様式)

医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が利用者宅
を訪問し、生活行為に関する評価を概ね１月に１回以
上実施

□ 該当
リハビリテーション計画書(参考
様式)

居宅を訪問し、利用者の居宅における能力の評価を行
い、利用者及び家族に伝達

□ 該当
リハビリテーション計画書(参考
様式)

短期集中個別リハビリテーション実施加算（利用者の
急性増悪等によりこの加算を算定する必要性について
リハビリテーション会議により合意した場合を除く）

□ なし

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（利用者
の急性増悪等によりこの加算を算定する必要性につい
てリハビリテーション会議により合意した場合を除
く）

□ なし

若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定める □ 該当

担当者中心に利用者に応じた適切なサービス提供 □ 実施

事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄
養士を１名以上配置

□ あり
外部：他の介護事業所、医療機
関、介護保険施設、栄養ケア・ス
テーション

利用者ごとに医師、管理栄養士、理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員、その他の職
種の者が共同して栄養アセスメントを３月に１回以上
実施し、利用者又はその家族に対してその結果を説明
し、相談等に必要に応じ対応

□ 実施

栄養スクリーニング・アセスメン
ト・モニタリング（参考様式）
※利用者の体重については、1月
ごと 毎に測定

利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出
し、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施の
ために必要な情報を活用

□ 実施

定員、人員基準に適合 □ 該当

リハビリテーションマネジメント加算（ハ）を算定し
ていない

□ 該当

若年性認知症利用者受入
加算

栄養アセスメント加算

（自己点検シート） 107 通所リハビリテーション費（7/16）



点検項目 点検事項 点検結果

事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄
養士を１名以上配置

□ 配置
外部：他の介護事業所、医療機
関、介護保険施設、栄養ケア・ス
テーション

低栄養状態又はそのおそれのある利用者に対して、栄
養改善サービスを実施

□ 該当

利用開始時に利用者ごとの栄養状態を把握し、管理栄
養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び
食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成

□ あり 栄養ケア計画書(参考様式)

利用者等に対する計画の説明及び同意 □ あり

計画に従い、必要に応じて利用者の居宅を訪問し、管
理栄養士等が栄養改善サービスの提供、栄養状態等を
定期的に記録

□ あり
栄養ケア提供経過記録
(参考様式)

栄養ケア計画の評価、介護支援専門員や主治の医師に
対する情報提供

□ ３月ごとに実施
栄養スクリーニング・アセスメン
トモニタリング
(参考様式)

定員、人員基準に適合 □ 該当

月の算定回数 □ ２回以下

口腔・栄養スクリーニン
グ加算（Ⅰ）

利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康
状態及び栄養状態について確認

□ 実施
口腔・栄養スクリーニング様式
(参考様式)

利用者の口腔の健康状態及び栄養状態に係る情報を介
護支援専門員に提供

□ 実施

定員、人員基準に適合 □ 該当

算定日が属する月が次の①②のいずれにも該当しない
こと

①栄養アセスメント加算を算定している間である又は
栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けて
いる間である若しくは当該栄養改善サービスが終了し
た日の属する月

□ 非該当

②口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービ
スを受けている間である又は当該口腔機能向上サービ
スが終了した日の属する月

□ 非該当

他の介護サービス事業所において、当該利用者につい
て、口腔連携強化加算を算定していない

□ 該当

栄養改善加算

（自己点検シート） 107 通所リハビリテーション費（8/16）



点検項目 点検事項 点検結果

口腔・栄養スクリーニン
グ加算（Ⅱ）

（１）（２）のいずれかに適合する

（１）次のいずれにも適合 □ 該当

利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康
状態について確認し、その情報を担当の介護支援専門
員に提供

□ 該当

定員、人員基準に適合 □ 該当

算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定し
ている又は当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄
養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄
養改善サービスが終了した日の属する月

□ 該当

算定日が属する月が、口腔機能向上加算の算定に係る
口腔機能向上サービスを受けている間及び当該口腔機
能向上サービスが終了した日の属する月ではない

□ 該当

（２）次のいずれにも適合 □ 該当

利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態に
ついて確認し、その情報を担当の介護支援専門員に提
供

□ 該当

定員、人員基準に適合 □ 該当

算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定し
ていない、かつ、当該利用者が栄養改善加算の算定に
係る栄養改善サービスを受けている間又は当該栄養改
善サービスが終了した日の属する月ではない

□ 該当

算定日が属する月が、口腔機能向上加算の算定に係る
口腔機能向上サービスを受けている間及び当該口腔機
能向上サービスが終了した日の属する月

□ 該当

他の介護サービス事業所において、当該利用者につい
て、口腔連携強化加算を算定していない

□ 該当

（自己点検シート） 107 通所リハビリテーション費（9/16）



点検項目 点検事項 点検結果

リハビリテーションマネジメント加算（ハ）を算定し
ていない

□ 該当

（１）言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以
上配置

□ 配置

（２）口腔機能が低下している又はそのおそれがあ
り、口腔機能向上サービス提供が必要と認められる者

□ 該当

（３）利用開始時に利用者ごとの口腔機能を把握し、
言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活
相談員その他の職種の者が共同して口腔機能改善管理
指導計画を作成

□ 実施
口腔機能改善管理指導計画・管理
指導計画(参考様式)

（４）利用者等に対する計画の説明及び同意 □ あり

（５）計画に基づく言語聴覚士、歯科衛生士又は看護
職員による口腔機能向上サービスの提供、定期的な記
録作成

□ あり
口腔機能改善管理指導計画・管理
指導計画(参考様式)

（６）利用者ごとの計画の進捗状況を定期的に評価、
介護支援専門員、主治の医師・歯科医師への情報提供

□ ３月ごとに実施
口腔機能改善管理指導計画・管理
指導計画(参考様式)

（７）定員、人員基準に適合 □ 該当

（８）月の算定回数 □ ２回以下

リハビリテーションマネジメント加算（ハ）を算定し
ている

□ 該当

口腔機能向上加算（Ⅰ）の（１）～（８）に適合 □ 該当

利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の
情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの
実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適
切かつ有効な実施のために必要な情報の活用

□ あり

リハビリテーションマネジメント加算（ハ）を算定し
ていない

□ 該当

口腔機能向上加算（Ⅰ）の（１）～（８）に適合 □ 該当

利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の
情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの
実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適
切かつ有効な実施のために必要な情報の活用

□ あり

口腔機能向上加算（Ⅰ）

口腔機能向上加算(Ⅱ)イ

口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ

（自己点検シート） 107 通所リハビリテーション費（10/16）



点検項目 点検事項 点検結果

重度療養管理加算
利用者が要介護３から要介護５ □ 該当

以下(イ)～(リ)のいずれかの状態 □ いずれかに該当

(イ)喀痰吸引（１日８回以上実施日が月２０日を超え
る）

□ 該当

(ロ)人工呼吸又は間歇的陽圧呼吸（１週間以上） □ 該当

(ハ)中心静脈注射 □ 該当

(ニ)人工腎臓（各週２日以上）かつ重篤な合併症 □ 該当

(ホ)重篤な心機能障害、呼吸障害等で常時モニター測
定

□ 該当

(ヘ)膀胱・直腸の機能障害が身障者４級以上かつス
トーマ実施の利用者に、皮膚の炎症等に対するケアを
実施

□ 該当

(ト)経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養 □ 該当

(チ)褥瘡に対する治療 □ 該当

(リ)気管切開が行われている状態 □ 該当

計画的な医学的管理のもと、通所リハビリテーション
を実施

□ あり

医学的管理の内容等を診療録に記載 □ あり

看護職員又は介護職員を人員基準に加えて常勤換算方
法で１名以上配置

□ 配置

前年度又は前３月の利用者総数のうち、要介護３～５
の割合が３割以上

□ 該当

サービス提供時間を通じて専従する看護職員を１名以
上配置

□ 配置

社会性の維持を図り在宅生活の継続に資するケアを計
画的に実施するプログラムを作成

□ あり
リハビリテーション計画書(参考
様式)

栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを実施 □ 該当

栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうち、
いずれかを１月につき２回以上実施

□ 該当

中重度者ケア体制加算

一体的サービス提供加
算
(介護予防のみ）

（自己点検シート） 107 通所リハビリテーション費（11/16）



点検項目 点検事項 点検結果

利用者ごと 毎のADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の
状況その他の利用者の心身状況等に係る基本的な情報
を厚生労働省に提出

□ 実施

必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直すな
ど、サービスの提供に当たって、厚生労働省に提出し
た情報その他サービスを適切かつ有効に提供するため
に必要な情報を活用

□ 実施

病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、事
業所の医師又は理学療法士等が退院前カンファレンス
に参加

□ 該当

病院又は診療所の主治の医師、理学療法士等、その他
の従業者との間で当該者の状況等の情報を相互に共有
し、当該者又はその家族に対して、在宅でのリハビリ
テーションに必要な指導を共同して行い、その内容を
計画に反映

□ 該当

当該者に対して、初回の通所リハビリテーションを
行った場合に、当該退院につき１回に限り算定

□ 該当

評価対象期間において終了者※のうち、指定通所介護
等を実施した者の占める割合が３%を超えている

□ 該当
終了者※
サービスの提供を終了した者

終了日から14日～44日以内に従業者が終了者に対して
終了者の指定通所介護等の実施状況を確認し、記録

□ あり

12を利用者の平均利用月数で除して得た数が27%以上で
あること

□ あり

リハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供 □ 該当

次の（１）又は（２）のいずれかに該当 □ 該当

（１）介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合 □ ７割以上

（２）介護職員の総数のうち勤続年数が10年以上の介
護福祉士の占める割合

□ ２．５割以上

定員、人員基準に適合 □ 該当

科学的介護推進体制加算

退院時共同指導加算

移行支援加算

サービス提供体制強化加
算（Ⅰ）

（自己点検シート） 107 通所リハビリテーション費（12/16）



点検項目 点検事項 点検結果

介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合 □ ５割以上

定員、人員基準に適合 □ 該当

次の（１）又は（２）のいずれかに該当 □ 該当

（１）介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合 □ ４割以上

（２）利用者に直接サービスを提供する職員の総数の
うち勤続年数７年以上の職員の占める割合

□ ３割以上

定員、人員基準に適合 □ 該当

１　賃金改善について次に掲げる（１）～（２）いず
れにも適合

□ あり 処遇改善計画書

（１）介護職員等処遇改善加算Ⅳを算定した場合に算
定することが見込まれる額の２分の１以上を基本給又
は決まって毎月支払われる手当に充てること

□ 該当

（２）「経験・技能のある介護職員」のうち１人は賃
金改善後の見込額が年額４４０万円以上

□ 該当

２　改善計画書の作成、周知、届出 □ あり 処遇改善計画書

３　賃金改善の実施 □ あり

４　処遇改善に関する実績の報告 □ あり 実績報告書

５　前12月間に法令違反し、罰金以上の刑 □ なし

６　労働保険料の納付 □ 適正に納付

７　次の(一)、(二)、（三）のいずれにも適合 □ あり

(一)任用の際の職責又は職務内容等の要件を書面で作
成し、全ての介護職員に周知

□ あり

(二)資質の向上の支援に関する計画の策定、研修の実
施又は研修の機会を確保し、全ての介護職員に周知

□ あり 研修計画書

(三)介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する
仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する
仕組みを書面で作成し、全ての介護職員に周知

□ あり

８　処遇改善の内容及び処遇改善に要した費用を全て
の職員に周知

□ あり

９　処遇改善の内容等についてインターネットの利用
その他の適切な方法により公表（見える化要件）

□ あり

サービス提供体制強化加
算（Ⅱ）

サービス提供体制強化加
算（Ⅲ）

介護職員等処遇改善加算
Ⅰ

（自己点検シート） 107 通所リハビリテーション費（13/16）



点検項目 点検事項 点検結果

１０　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を
算定

□ 該当

１１　令和７年３月時点で介護職員等処遇改善加算Ⅴ
（１）・（３）・（５）・（６）・（８）・（１
０）・（１１）・（１２）・（１４）を算定していた
事業所が新規に算定する場合は、仮に旧ベースアップ
等加算を算定する場合に見込まれる額の３分の２以上
の基本給等の引上げの実施

□ 該当 ※令和８年３月末まで

１　賃金改善について次に掲げる（１）～（２）いず
れにも適合

□ あり 処遇改善計画書

（１）介護職員等処遇改善加算Ⅳを算定した場合に算
定することが見込まれる額の２分の１以上を基本給又
は決まって毎月支払われる手当に充てること

□ 該当

（２）「経験・技能のある介護職員」のうち１人は賃
金改善後の見込額が年額４４０万円以上

□ 該当

２　改善計画書の作成、周知、届出 □ あり 処遇改善計画書

３　賃金改善の実施 □ あり

４　処遇改善に関する実績の報告 □ あり 実績報告書

５　前12月間に法令違反し、罰金以上の刑 □ なし

６　労働保険料の納付 □ 適正に納付

７　次の(一)、(二)、（三）のいずれにも適合 □ あり

(一)任用の際の職責又は職務内容等の要件を書面で作
成し、全ての介護職員に周知

□ あり

(二)資質の向上の支援に関する計画の策定、研修の実
施又は研修の機会を確保し、全ての介護職員に周知

□ あり 研修計画書

(三)介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する
仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する
仕組みを書面で作成し、全ての介護職員に周知

□ あり

８　処遇改善の内容及び処遇改善に要した費用を全て
の職員に周知

□ あり

９　処遇改善の内容等についてインターネットの利用
その他の適切な方法により公表（見える化要件）

□ あり

介護職員等処遇改善加算
Ⅱ

（自己点検シート） 107 通所リハビリテーション費（14/16）



点検項目 点検事項 点検結果

１０　令和７年３月時点で介護職員等処遇改善加算Ⅴ
（１）・（３）・（５）・（６）・（８）・（１
０）・（１１）・（１２）・（１４）を算定していた
事業所が新規に算定する場合は、仮に旧ベースアップ
等加算を算定する場合に見込まれる額の３分の２以上
の基本給等の引上げの実施

□ 該当 ※令和８年３月末まで

１　介護職員等処遇改善加算Ⅳを算定した場合に算定
することが見込まれる額の２分の１以上を基本給又は
決まって毎月支払われる手当に充てること

□ 該当
処遇改善計画書

２　改善計画書の作成、周知、届出 □ あり 処遇改善計画書

３　賃金改善の実施 □ あり

４　処遇改善に関する実績の報告 □ あり 実績報告書

５　前12月間に法令違反し、罰金以上の刑 □ なし

６　労働保険料の納付 □ 適正に納付

７　次の(一)、(二)、（三）のいずれにも適合 □ あり

(一)任用の際の職責又は職務内容等の要件を書面で作
成し、全ての介護職員に周知

□ あり

(二)資質の向上の支援に関する計画の策定、研修の実
施又は研修の機会を確保し、全ての介護職員に周知

□ あり 研修計画書

(三)介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する
仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する
仕組みを書面で作成し、全ての介護職員に周知

□ あり

８　処遇改善の内容及び処遇改善に要した費用を全て
の職員に周知

□ あり

９　令和７年３月時点で介護職員等処遇改善加算Ⅴ
（１）・（３）・（５）・（６）・（８）・（１
０）・（１１）・（１２）・（１４）を算定していた
事業所が新規に算定する場合は、仮に旧ベースアップ
等加算を算定する場合に見込まれる額の３分の２以上
の基本給等の引上げの実施

□ 該当 ※令和８年３月末まで

介護職員等処遇改善加算
Ⅲ

（自己点検シート） 107 通所リハビリテーション費（15/16）



点検項目 点検事項 点検結果

１　介護職員等処遇改善加算Ⅳを算定した場合に算定
することが見込まれる額の２分の１以上を基本給又は
決まって毎月支払われる手当に充てること

□ 該当 処遇改善計画書

２　改善計画書の作成、周知、届出 □ あり 処遇改善計画書

３　賃金改善の実施 □ あり

４　処遇改善に関する実績の報告 □ あり 実績報告書

５　前12月間に法令違反し、罰金以上の刑 □ なし

６　労働保険料の納付 □ 適正に納付

７　次の(一)、(二)のいずれにも適合 □ あり

(一)任用の際の職責又は職務内容等の要件を書面で作
成し、全ての介護職員に周知

□ あり

(二)資質の向上の支援に関する計画の策定、研修の実
施又は研修の機会を確保し、全ての介護職員に周知

□ あり 研修計画書

８　処遇改善の内容及び処遇改善に要した費用を全て
の職員に周知

□ あり

９　令和７年３月時点で介護職員等処遇改善加算Ⅴ
（１）・（３）・（５）・（６）・（８）・（１
０）・（１１）・（１２）・（１４）を算定していた
事業所が新規に算定する場合は、仮に旧ベースアップ
等加算を算定する場合に見込まれる額の３分の２以上
の基本給等の引上げの実施

□ 該当 ※令和８年３月末まで

介護職員等処遇改善加算
Ⅳ

（自己点検シート） 107 通所リハビリテーション費（16/16）


